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１ 点検方法 

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。 

該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。 

２ 点検フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 点検等に係る解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検項目３－３ 

「電気設備（照明）」 

必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付き

スマートフォン【臨時的対応用】立入禁止措置用資機材（ロ

ープ、カラーコーン等）、仮設照明器具 

判定２：△ 
照明の落下危険がある場合、落下危険範囲内への

立入を禁止とし、立入禁止危域内の計量機は使用を

禁止すること。 

照明が不点灯である場合、可燃性蒸気滞留範囲外

に仮設照明を設置するか夜間給油を禁止すること。 

。 

判定１：○ 

技術上の基準に適合 

凡例 ○：技術上の基準に適合 △：臨時的対応で営業継続可能 

Ｑ１ 照明の破損や落下危険がありますか？ 

□ない □ある 

「可燃性蒸気滞留範囲」とは、以下の範囲です。 
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